
６５歳以下限定　町会なんでもおしゃべりサロン開催記録 

　～A グループ記録（概要版）～ 

 

 

○町会費について（事前案件） 

・金額について。　　・事務費交付金について。 

・赤い羽根共同募金、たすけあい会費について。　 

・町会費の集金方法について。 

○廃棄物減量等推進員について 

・担い手不足について。 

〇ごみに関すること 

・資源ごみの収集について。 

〇敬老会について 

・町会未加入者の参加について。 

・記念品として「祝菓券」を配り、町会内の菓子店で交換してもらっている。 

〇役職について（事前案件） 

・役職は必要に応じて各町会で作るもの。 

〇活動記録について 

・次の役員が決定の経緯が分かるよう議事録を作成している。 

・イベント開催時の記録を残している。（写真、何を頼んだ、誰を呼んだ等） 

〇会計について 

・監査を２人から４人に増やした。　・行事開催時の町会負担について。 

〇集会所について 

・高齢者の居場所づくりを進めたいが集会所がなく、他の町会の集会所を借りて

も移動が大変。 

・集会所を他の町会へ貸している。 

 開催日時：令和７年１０月１０日（金）午後６時半から８時まで 

開催場所：市役所市民防災館４階　食堂ポム 

A グループ：町会長・役員　６名



６５歳以下限定　町会なんでもおしゃべりサロン開催記録 

　～B グループ記録（概要版）～ 

 

○公務員の町会参加について（事前案件） 

　・現役世代は声掛けしても断られてしまう。 

・会計など、パソコンを使う業務に適している。 

〇若手の担い手確保について（事前案件） 

・行事に頻繁に参加している人を勧誘する。 

・土日に実施する子ども向けのイベントを考えて若手世代を発掘する。 

・現役世代の発想を尊重し活動することで候補が見つかることもある。 

・総会時にアンケートを実施し、町会活動に興味がある若手を発掘する。 

〇町会長の職務について 

・組織を一本化できないか。 

・あて職が複数あり、仕事をしている人には厳しい。 

〇町会の解散について 

・町会を解散してしまったところはどうしているのか。 

→解散後も広報、ゴミ当番などの業務が発生している。（市民協働課） 

・解散を後悔している声も聞く。 

〇町会未加入者について 

・加入率について。 

・町会への勧誘方法について。 

〇町会活動への想い 

・子どもたちが楽しんでいる姿を見るとやって良かったと感じる。 

・まずは自分が楽しむことが大事。

 開催日時：令和７年１０月１０日（金）午後６時半から８時まで 

開催場所：市役所市民防災館４階　食堂ポム 

B グループ：町会長・役員　６名、オブザーバー１名


